
規

則

福
島
県
職
員
公
舎
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
及
び
福
島
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る

法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日

福
島
県
知
事

佐

藤

雄

平

福
島
県
規
則
第
三
十
号

福
島
県
職
員
公
舎
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
職
員
公
舎
規
則(

昭
和
四
十
一
年
福
島
県
規
則
第
十
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

十
六
条
た
だ
し
書
中｢

警
察
署
長｣

の
下
に｢

又
は
県
警
察
本
部
長
が
知
事
の
承
認
を
受
け
て
別

に
指
定
す
る
者｣

を
加
え
、
同
条
第
二
号
中｢

行
な
う｣

を｢

行
う｣

に
改
め
る
。

別
表
第
一
の
一
の
項
中｢

一

福
島
県
警
察
本
部
長
公
舎｣

を｢

福
島
県
警
察
本
部
長
公
舎｣

に
改

め
、
同
表
二
の
項
か
ら
五
の
項
ま
で
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

(

施
設
管
理
課)

福
島
県
規
則
第
三
十
一
号

福
島
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

福
島
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則(

平
成
六
年
福
島
県
規
則
第
六
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
定
期
検
査
の
申
請)

第
二
条
の
二

省
令
第
四
条
の
四
の
二
の
申
請
書
は
、
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
定
期
検
査
申
請
書(

様

式
第
三
号
の
二)

と
す
る
。

２

省
令
第
四
条
の
四
の
四
の
検
査
の
結
果
を
通
知
す
る
書
面
は
、
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
定
期
検
査

通
知
書(

様
式
第
三
号
の
三)

と
す
る
。

第
六
条
の
次
に
次
の
三
条
を
加
え
る
。

(

熱
回
収
の
機
能
を
有
す
る
一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
に
係
る
認
定
の
申
請)

第
六
条
の
二

省
令
第
五
条
の
五
の
五
第
一
項
の
申
請
書
は
、
熱
回
収
施
設
設
置
者
認
定
申
請
書(

様

式
第
七
号
の
二)

と
す
る
。

２

知
事
は
、
法
第
九
条
の
二
の
四
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
熱
回
収
施
設
設
置
者
認
定
証

(

様
式
第
七
号
の
三)

を
当
該
申
請
を
し
た
者
に
交
付
す
る
。

(

認
定
熱
回
収
施
設
設
置
者
に
係
る
休
廃
止
等
の
届
出)

第
六
条
の
三

省
令
第
五
条
の
五
の
十
第
一
項
の
届
出
書
は
、
熱
回
収
施
設
休
廃
止
等
届
出
書(

様
式

第
七
号
の
四)

と
す
る
。

(

熱
回
収
施
設
に
係
る
報
告)

第
六
条
の
四

省
令
第
五
条
の
五
の
十
一
第
一
項
の
報
告
書
は
、
熱
回
収
報
告
書(

様
式
第
七
号
の
五)

と
す
る
。

第
七
条
第
二
項
中｢

第
七
項｣

を｢

第
八
項｣

に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
一
項
中｢

第
十
二
条
の
七
の
七
第
二
項｣

を｢

第
十
二
条
の
七
の
十
七
第
二
項｣

に
改

め
、
同
条
第
二
項
中｢

第
十
二
条
の
七
の
七
第
四
項｣

を｢

第
十
二
条
の
七
の
十
七
第
四
項｣

に
改
め

る
。第

十
八
条
中｢

第
十
二
条
の
七
の
七
第
五
項｣

を｢

第
十
二
条
の
七
の
十
七
第
五
項｣

に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
第
二
項
第
一
号
中｢

損
益
計
算
書｣

の
下
に｢

、
株
主
資
本
等
変
動
計
算
書
、
個
別
注

記
表｣

を
加
え
る
。

様
式
第
一
号(

第
三
面)

中｢法
第
７
条
第
５
項
第
４
号
リ
に
規
定
す
る
｣

を
削
り
、
同
様
式
備
考

６
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

７
｢役
員
｣
の
欄
に
記
載
す
る
役
員
と
は
､
業
務
を
執
行
す
る
社
員
､
取
締
役
､
執
行
役
又
は
こ

れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
い
､
相
談
役
､
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問

わ
ず
､
法
人
に
対
し
業
務
を
執
行
す
る
社
員
､
取
締
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の

支
配
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
｡

様
式
第
三
号
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。

様
式
第
３
号
の
２
(第
２
条
の
２
関
係
)

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
定
期
検
査
申
請
書

年
月

日
福
島
県
知
事

申
請
者
住
所

氏
名

�

平成23年３月31日 木曜日 福 島 県 報 号外第26号1

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行(

当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
、
休
日
の
翌
日)

目

次

規

則

○
福
島
県
職
員
公
舎
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

一

○
福
島
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関

す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則

一



※
事
務
処
理
欄

次
回

の
検

査
期

限

定
期

検
査

の
結

果

許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

※
事
務
処
理
欄

許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
種
類

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
の
設
置
の
場
所

年
月

日

年
月

日
(許
可
番
号
第

号
)

年
月

日
(許
可
番
号
第

号
)

熱
回
収
の
内
容

に
関
す
る
計
画

熱
回
収
に
必
要

な
設
備
に
関
す

る
事
項

※
認

定
番

号

※
認

定
の

年
月

日

熱
回
収
施
設
の
設
置
の
場
所

熱
回
収
施
設
設
置
者
認
定
申
請
書

年
月

日
福
島
県
知
事

申
請
者
住
所

氏
名

�

(法
人
に
あ
っ
て
は
､
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
)

電
話
番
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
９
条
の
２
の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
､
一
般

廃
棄
物
の
熱
回
収
施
設
設
置
者
と
し
て
認
定
を
受
け
た
い
の
で
､
関
係
書
類
及
び
図
面
を
添
え

て
申
請
し
ま
す
｡

熱
回
収
の
方
法

熱
回
収
施
設
に
お
い
て
処

分
す
る
一
般
廃
棄
物
の
種

類 △
設
備
の
維
持
管
理
に
関

す
る
計
画

△
設
備
の
位
置
､
構
造
等

の
設
置
に
関
す
る
計
画

設
備
の
種
類
及
び
そ
の
設

備
の
能
力

年
月

日
(認
定
番
号
第

号
)

(法
人
に
あ
っ
て
は
､
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
)

電
話
番
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
８
条
の
２
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
､
一
般
廃
棄
物

処
理
施
設
の
定
期
検
査
を
受
け
た
い
の
で
申
請
し
ま
す
｡

様
式
第
３
号
の
３
(第
２
条
の
２
関
係
)

一
般
廃
棄
物
処
理
施
設
定
期
検
査
通
知
書

年
月

日
住
所

氏
名

(法
人
に
あ
っ
て
は
､
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
)

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
８
条
の
２
の
２
第
１
項
の
定
期
検
査
の
結
果
に
つ
い
て
､

次
の
と
お
り
通
知
す
る
｡

福
島
県
知
事

印□

様
式
第
四
号(

第
二
面)

中｢法
第
７
条
第
５
項
第
４
号
リ
に
規
定
す
る
｣

を
削
り
、
同
様
式
備
考

７
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

８
｢役
員
｣
の
欄
に
記
載
す
る
役
員
と
は
､
業
務
を
執
行
す
る
社
員
､
取
締
役
､
執
行
役
又
は
こ

れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
い
､
相
談
役
､
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問

わ
ず
､
法
人
に
対
し
業
務
を
執
行
す
る
社
員
､
取
締
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の

支
配
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
｡

様
式
第
五
号
か
ら
様
式
第
七
号
ま
で
の
規
定
中｢第

９
条
の
３
第
10項
｣

を｢第
９
条
の
３
第
11項
｣

に
改
め
、
様
式
第
七
号
の
次
に
次
の
四
様
式
を
加
え
る
。

様
式
第
７
号
の
２
(第
６
条
の
２
関
係
)

(表
面
)
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※
手
数
料
欄

備
考１
※
欄
は
記
入
し
な
い
こ
と

２
設
備
の
種
類
に
つ
い
て
は
､
ボ
イ
ラ
ー
､
発
電
機
及
び
熱
交
換
器
の
別
を
記
入
す
る
こ
と
｡

３
設
備
の
能
力
に
つ
い
て
は
､
ボ
イ
ラ
ー
の
最
大
蒸
発
量
(ト
ン
／
時
)
､
発
電
機
の
出

力
(キ
ロ
ワ
ッ
ト
)
及
び
熱
交
換
器
の
能
力
(キ
ロ
ジ
ュ
ー
ル
／
時
､
複
数
あ
る
場
合
は

そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
)
を
記
載
す
る
こ
と
｡

４
△
印
の
欄
の
記
載
に
つ
い
て
は
､
で
き
る
限
り
図
面
､
表
等
を
利
用
す
る
こ
と
と
し
､

△
印
の
欄
に
そ
の
記
載
事
項
の
全
て
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
､
同
欄
に

｢別
紙
の
と
お
り
｣
と
記
載
し
､
別
紙
を
添
付
す
る
こ
と
｡
ま
た
､
次
の
図
面
等
を
含
む

こ
と
｡

�
設
備
の
位
置
､
構
造
等
の
設
置
に
関
す
る
計
画
に
つ
い
て
は
､
熱
回
収
に
必
要
な
設

備
の
位
置
及
び
構
造
､
熱
回
収
に
よ
り
得
ら
れ
る
熱
量
並
び
に
そ
の
熱
を
電
気
に
変
換

す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
気
の
量
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
装
置
の
位
置
を
示
す

図
を
添
付
す
る
こ
と
｡

�
設
備
の
維
持
管
理
に
関
す
る
計
画
に
つ
い
て
は
､
ボ
イ
ラ
ー
､
発
電
機
又
は
熱
交
換

器
に
つ
い
て
の
維
持
管
理
に
関
す
る
計
画
を
記
載
す
る
こ
と
｡
ま
た
､
熱
回
収
に
よ
り

得
ら
れ
る
熱
量
及
び
そ
の
熱
を
電
気
に
変
換
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
気
の
量
を
把

握
す
る
た
め
に
必
要
な
装
置
の
機
能
を
健
全
に
維
持
す
る
た
め
に
行
う
定
期
的
な
点
検
､

補
修
等
の
計
画
も
記
載
す
る
こ
と
｡

５
熱
回
収
の
方
法
に
つ
い
て
は
､
発
電
､
発
電
以
外
の
熱
利
用
並
び
に
発
電
及
び
熱
利
用

の
併
用
の
別
を
記
入
す
る
こ
と
｡

６
熱
回
収
率
に
つ
い
て
は
､
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
５
条

の
５
の
５
第
１
項
第
４
号
ハ
の
算
式
に
よ
り
算
出
し
た
熱
回
収
率
を
記
載
す
る
こ
と
｡

※
事
務
処
理
欄

許
可
の
年
月
日
及
び
許
可
番
号

熱
回
収
の
内
容

に
関
す
る
計
画

熱
回

収
率

熱
回
収
の
方
法

熱
回
収
施
設
に
お
い
て
処

分
す
る
一
般
廃
棄
物
の
種

類

年
月

日
(許
可
番
号
第

号
)

熱
回
収
施
設
休
廃
止
等
届
出
書

年
月

日
福
島
県
知
事

申
請
者
住
所

氏
名

�

留
意

事
項

熱
回

収
率

熱
回
収
に
必
要
な
設
備

熱
回
収
の
方
法

熱
回
収
施
設
の
設
置
の
場
所

認
定

番
号

認
定
の
有
効
年
月
日

認
定
の
年
月
日

※
手
数
料
欄

１
毎
年
６
月
30日
ま
で
に
､
前
年
度
の
熱
回
収
に
関
す
る
報

告
書
を
提
出
す
る
こ
と
｡

２
熱
回
収
を
行
わ
な
く
な
っ
た
と
き
､
当
該
熱
回
収
施
設
を

廃
止
若
し
く
は
休
止
を
し
た
当
該
施
設
を
再
開
し
た
と
き
又

は
熱
回
収
に
必
要
な
設
備
の
変
更
を
し
た
と
き
は
､
遅
滞
な

く
届
け
出
る
こ
と
｡

％

年
月

日

年
月

日

(裏
面
)

様
式
第
７
号
の
３
(第
６
条
の
２
関
係
)
熱
回
収
施
設
設
置
者
認
定
証

年
月

日
住
所

氏
名

(法
人
に
あ
っ
て
は
､
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
)

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
第
９
条
の
２
の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
､
一
般
廃
棄
物

の
熱
回
収
施
設
の
設
置
者
と
し
て
認
定
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
｡

福
島
県
知
事

印□

様
式
第
７
号
の
４
(第
６
条
の
３
関
係
)
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備
考１
※
欄
は
記
入
し
な
い
こ
と
｡

２
△
印
の
欄
の
記
載
に
つ
い
て
は
､
で
き
る
限
り
図
面
､
表
等
を
利
用
す
る
こ
と
と
し
､

同
欄
に
そ
の
記
載
事
項
の
す
べ
て
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
は
､
同
欄
に

｢別
紙
の
と
お
り
｣
と
記
載
し
､
別
紙
を
添
付
す
る
こ
と
｡

３
変
更
の
あ
る
部
分
に
つ
い
て
は
､
変
更
前
及
び
変
更
後
の
内
容
を
対
照
さ
せ
る
も
の
と

※
事
務
処
理
欄

熱
回
収
に
必
要

な
設
備
の
変
更

を
し
た
と
き

廃
止
(休
止
・

再
開
)
し
た
と

き 熱
回
収
を
行
わ

な
く
な
っ
た
と

き 認
定
の
年
月
日
及
び
認
定
番
号

熱
回
収
施
設
の
設
置
の
場
所

熱
回
収
施
設
休
廃
止
等
届
出
書

年
月

日
福
島
県
知
事

申
請
者
住
所

氏
名

�

(法
人
に
あ
っ
て
は
､
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
)

電
話
番
号

熱
回
収
施
設
に
お
い
て
熱
回
収
を
行
わ
な
く
な
っ
た
(熱
回
収
施
設
を
廃
止
し
た
(休
止
し

た
)
・
休
止
し
た
熱
回
収
施
設
を
再
開
し
た
・
熱
回
収
施
設
に
お
け
る
熱
回
収
に
必
要
な
設
備

の
変
更
を
し
た
)
の
で
､
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
５
条
の
５
の
規

定
に
よ
り
､
関
係
書
類
及
び
図
面
を
添
え
て
届
け
出
ま
す
｡

変
更
の
年
月
日

変
更

の
理

由

△
変
更
の
内
容

廃
止
(休
止
・
再
開
)
の

年
月
日

廃
止
(休
止
・
再
開
)
の

理
由

熱
回
収
を
行
わ
な
く
な
っ

た
年
月
日

熱
回
収
を
行
わ
な
く
な
っ

た
理
由

(廃
止
・
休
止
・
再
開
の
別
)

年
月

日
(認
定
番
号
第

号
)

備
考
熱
回
収
率
に
つ
い
て
は
､
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
５
条

の
５
の
５
第
１
項
第
４
号
ハ
の
算
式
に
よ
り
算
出
し
た
熱
回
収
率
を
記
載
す
る
こ
と
｡

年
４
月
１
日
か
ら

年
３
月
31日
ま
で
の
年
間
の
熱
回
収
率

認
定
の
年
月
日
及
び
認
定
番
号

備
考１
※
欄
は
記
入
し
な
い
こ
と
｡

２
△
印
の
欄
の
記
載
に
つ
い
て
は
､
で
き
る
限
り
図
面
､
表
等
を
利
用
す
る
こ
と
と
し
､

同
欄
に
そ
の
記
載
事
項
の
全
て
を
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
は
､
同
欄
に
｢別

紙
の
と
お
り
｣
と
記
載
し
､
別
紙
を
添
付
す
る
こ
と
｡

３
変
更
の
あ
る
部
分
に
つ
い
て
は
､
変
更
前
及
び
変
更
後
の
内
容
を
対
照
さ
せ
る
も
の
と

す
る
こ
と
｡

％

年
月

日
(認
定
番
号
第

号
)

様
式
第
７
号
の
５
(第
６
条
の
４
関
係
)
熱
回
収
報
告
書

年
月

日
福
島
県
知
事

報
告
者
住
所

氏
名

�

(法
人
に
あ
っ
て
は
､
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
)

電
話
番
号

廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
５
条
の
５
の
11の
規
定
に
よ
り
､
熱
回
収
に

関
す
る
報
告
書
を
提
出
し
ま
す
｡

様
式
第
九
号
中｢第

９
条
の
３
第
８
項
｣

を｢第
９
条
の
３
第
９
項
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
十
号(

表
面)

中｢第
９
条
の
３
第
７
項
｣

を｢第
９
条
の
３
第
８
項
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
十
一
号(

第
二
面)

中｢法
第
７
条
第
５
項
第
４
号
リ
に
規
定
す
る
｣

を
削
り
、
同
様
式
備

考
３
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

４
｢役
員
｣
の
欄
に
記
載
す
る
役
員
と
は
､
業
務
を
執
行
す
る
社
員
､
取
締
役
､
執
行
役
又
は
こ

れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
い
､
相
談
役
､
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問

わ
ず
､
法
人
に
対
し
業
務
を
執
行
す
る
社
員
､
取
締
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の

支
配
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
｡

様
式
第
十
二
号(
第
二
面)

及
び(

第
三
面)

中｢法
第
７
条
第
５
項
第
４
号
リ
に
規
定
す
る
｣

を

削
り
、
同
様
式
備
考
４
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

５
⑨
及
び
⑫
の
欄
に
記
載
す
る
役
員
と
は
､
業
務
を
執
行
す
る
社
員
､
取
締
役
､
執
行
役
又
は
こ
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れ
ら
に
準
ず
る
者
を
い
い
､
相
談
役
､
顧
問
そ
の
他
い
か
な
る
名
称
を
有
す
る
者
で
あ
る
か
を
問

わ
ず
､
法
人
に
対
し
業
務
を
執
行
す
る
社
員
､
取
締
役
又
は
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
同
等
以
上
の

支
配
力
を
有
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
｡

様
式
第
十
六
号
中｢第

４
条
第
２
項
｣

を｢第
13条
第
２
項
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
一
号
中｢第

15条
の
２
の
４
｣

を｢第
15条
の
２
の
５
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
三
号
中｢第

12条
の
７
の
７
第
５
項
｣

を｢第
12条
の
７
の
17第
５
項
｣

に
改
め
る
。

様
式
第
二
十
六
号
中｢損

益
計
算
書
｣

の
次
に｢､

株
式
資
本
等
変
動
計
算
書
､
個
別
注
記
表
｣

を

加
え
る
。附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
様
式
第
十
六
号
の
改
正
規
定

は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
改
正
前
の
福
島
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細

則(

以
下｢

改
正
前
の
規
則｣

と
い
う
。)

の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ
て
い
る
申
請
書
は
、
改

正
後
の
福
島
県
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
規
定
に
基
づ
い
て
提
出
さ
れ

た
申
請
書
と
み
な
す
。

３

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
作
成
さ
れ
て
い
る
改
正
前
の
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、

所
要
の
調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(

一
般
廃
棄
物
課)
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